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埼玉県知事記者会見 令和３年１１月２５日 ①

令和３年１２月定例会付議予定議案について

招 集 日 令和３年１２月２日（木）

議 案 １９件
予算(４)、条例(３)、専決処分の承認(１)、工事契約(１)、

財産の取得(１)、事件議決（９）

報 告 １件
令和２年度環境の状況に関する年次報告書

【主な内容】
・令和３年度埼玉県一般会計補正予算（第１２号）
・知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・工事請負契約の締結について（庄兵衛堀川・導排水路工）
・財産の取得について（抗インフルエンザウイルス薬）



埼玉県知事記者会見 令和３年１１月２５日 ②

一般会計補正予算（第１２号）

主な内容
〇新しい生活様式を見据えた社会経済活動の活性化に向けた支援 7億 522万3千円

〇公共事業等の施工時期の平準化・適正工期の確保
・ 債務負担行為の設定 限度額 111億5,862万4千円

98億5,266万1千円・ 繰越明許費の設定

〇介護施設等における新型コロナウイルス感染症対策の継続 28億2,699万4千円

一般会計 歳入歳出予算 36億1,663万円

（補正後累計 2兆5,992億4,235万8千円）

債務負担行為

繰越明許費 100億6,406万７千円

限度額 115億 862万４千円



新しい生活様式を見据えた社会経済活動の活性化に向けた支援①

事業再構築等に取り組む中小企業等への
支援 1億2,814万1千円

国の事業再構築補助金申請に係る事業計画の策定支援を
コンサルタント等に依頼する際の費用を補助する。

補助率：1/2 補助額：50万円～150万円

補助率・補助額

キャッシュレス決済の導入に取り組む
商店街への支援 4,653万6千円
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補助率・補助上限額

（１）事業再構築計画の策定支援

（２）デジタル技術活用による経営革新支援

ＤＸ推進の入口となるキャッシュレス決済の導入に取り組む
商店街に対し、決済端末費用や広報活動費について補助する。

概要

商店街、商工会議所、商工会

対象者

補助率・補助上限額等

補助対象 補助要件 補助率・補助上限額

決済端末費用

商店街会員のキャッシュ
レス導入率9割以上かつ
新たに10店舗以上導入 補助率10/10×端末導入店

舗数×上限4万円
商店街会員に新たに
20店舗以上導入

上記以外の場合
補助率1/2×端末導入店舗
数×上限4万円

広報活動費
(イベントや商
店街の広報等)

商店街会員のキャシュ
レス導入率9割以上

補助率10/10×上限30万円

補助率：1/2 補助上限額：25万円

令和３年度に承認された経営革新計画に基づき、デジタル

技術を活用した新サービス・新製品の開発やコスト削減等を
行う際に必要となる費用を補助する。



本県への宿泊観光客にクーポン配布

新しい生活様式を見据えた社会経済活動の活性化に向けた支援②

3億5,050万円

１人当たり3,000円（10万人分）

クーポン配布

対象施設に宿泊
旅館・
ホテル

✓ チェックアウト日から利用が可能
✓ 県内の登録対象取扱事業者で利用可能

クーポン利用例

土産物店 タクシー
宿泊
観光客

飲食店
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①対象者の拡大・広報の実施

◼ 令和４年３月１日（火）まで延長
（現在は１月３１日（月））

◼ 県外からの観光客にも対象を拡大
◼ 埼玉の冬の魅力を全国にＰＲ

②クーポン利用期間の延長

【県外からの観光客にも対象拡大・期間延長】
観光応援キャンペーンによる観光関連事業者への支援
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県産米購入者に１割増量

ＪＡ直売所での県産米増量キャンペーン

そ の 他

県産農産物を使った特別弁当の販売

農業関係団体による
地産地消まつりの開催

（10kgごとに＋1kg）

県産農産物を使った料理フェアの開催

量販店でのポイントキャンペーン

米をはじめとした県産農産物購入者に
購入店のポイントを付与

<米>
5kgごとに300ポイント

<米以外>
購入価格の10%分のポイント

飲食店での特別メニュー提供キャンペーン

県産農産物を使った特別メニューを提供
飲食店に食材費の1/2を補助

県産農産物販売促進キャンペーンによる農業生産者への支援

新しい生活様式を見据えた社会経済活動の活性化に向けた支援③

1億6,216万6千円



介護施設等における新型コロナウイルス感染症対策の継続

2,136万円
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クラスター発生時の看護師派遣による療養体制の確保

＜クラスター発生時＞
高齢者施設や障害者施設に看護師を派遣し、
COVMAT等と連携しながら施設内の療養体制を確保

＜平常時＞
看護師が巡回指導し、施設勤務の看護・介護職員の
新型コロナウイルス感染症対応能力を向上（高齢者施設のみ）

高齢者施設及び
障害者施設

クラスター
発生時 ①派遣要請

②派遣調整

派遣看護師
（「リリーフナース」）

県③派遣

COVMAT、eMATと連携

平常時

平常時の巡回指導

（福祉事務所と連携）


